
第１回
前島のぶながタウンミーティング

令和７年８月２７日（水曜日）

午前10時30分から午前11時30分

場所：西宮市大学交流センター講義室２

（アクタ西宮 東館６F）



本日の予定

• 10:30から10:40 ご挨拶

• 10:40から11:10 西宮市高齢者福祉に関するご説明

（副題）西宮市高齢者福祉と財産管理

• 11:10から11:30 質疑応答（西宮市政全般を含む）

・西宮市立病院の跡地活用について

・西宮市健康ポイント事業について

・財政構造改善実施計画について 等



日常生活自立支援事業

西宮市高齢者あんしん窓口（地域包括センター）

・家賃や光熱費の支払いを忘れる

・通帳やキャッシュカードの管理ができない

・市役所から届く書類の内容がわからない

・介護保険の申請の仕方がわからない



内容

• 市内１５か所

• 保健師（看護師）社会福祉士、ケアマネジャーなどが連携

①相談・支援 ②介護予防 ③権利擁護 ④連携

• 利用対象者

① 判断能力が不十分

② 日常生活自立支援事業の契約内容が理解できること

→    介護保険の対象者以外も可

• 社会福祉協議会と利用契約を締結







シニアサポート事業

• ６５歳以上の利用会員と６０歳以上の提供会員

• 提供会員による有償ボランティア

• １時間あたり５００円（別途交通費有）

• 活動内容

・生活必需品の買い物代行・外出の付き添い

・部屋の掃除・庭の草取り・電球交換・家具の移動・衣類など







住宅用火災警報器及び感震ブレーカーの
「取付支援」
• 消防局

• 住宅用火災警報器：マンションなどの共同住宅では設置義

• 感震ブレーカー：地震の揺れを感知すると自動的にブレーカー
を落として電気を止めてくれる機械

• 器機はご自身で用意

• 消防署員が取付



介護保険の利用 要介護認定

• 申請書の作成提出

• 市の調査員による訪問調査

• 主治医の意見書

• コンピューターによる第一次判定

• 介護認定審査会による審査判定

• 要介護認定の結果





市の調査員による訪問調査

• 認定調査票→７４の調査項目

①身体機能・動作

起き上がり、歩行、移乗（ベッド⇔椅子など）、排泄（トイレ動作の可否）、食事、入浴

②生活機能

買い物、調理、金銭管理、薬の管理、掃除、洗濯、電話の使用

③認知機能

短期記憶・理解・判断力、日付や場所の見当識、会話の成立度合い

④行動・心理状態

徘徊、妄想、暴言・暴力、不安、抑うつ、睡眠障害

⑤ 社会生活への適応

外出、近所づきあい、趣味活動の可否



認定結果

• 非該当（自立）

• 要支援：日常生活に見守りや支援を必要とする状態

要支援１：基本的には自立

掃除や買い物など一部の生活動作に支援が必要

要支援２：家事・身の回りのことに一部または大きな支援が必要



要介護：介護を要する状態

• 要介護１

• 要介護２

• 要介護３

• 要介護４

• 要介護５





成年後見制度

• 認知症や知的障害、精神障害などによって自分で大切な契約や
お金の管理が難しくなった方の財産管理や身上監護を、裁判所
が選任した成年後見人がご本人に代わって行う制度

• 法定後見：判断能力が減退してきた方について、家庭裁判所が

後見人を決めて支援する制度

補助・補佐・後見

• 任意後見：公正証書で任意後見契約を締結



どんなときに使うのか？

• 預貯金の管理ができない

• 詐欺被害や消費者被害の対象にされるおそれ

• 施設入所の契約をしたい

• 自宅を売却して介護費用や施設費用を捻出する

• 遺産分割を行う必要がある



• 補助：精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

軽度の認知症など判断力が少しだけ不十分な方

→ 本人が難しい部分だけ代理や同意

• 保佐：精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者

中程度の認知症の方など判断力がかなり不十分な方

→ 日常生活に関する判断はご自身で可能

→ 大きな契約などに同意が必要・必要に応じて代理

例：不動産の売却・借金など

• 後見：精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

重度の認知症など判断力がほとんどない方

→ 財産管理や契約などを全面的に代理



成年後見制度利用支援事業

•成年後見制度利用支援事業（くらし支援課ないし障害福祉課）

• 認知症高齢者の方で親族がいないなどの理由から申立てができ
ない場合に申立ての代行（市長申立て）

• 申立て費用や後見人の報酬について経済的助成

• 配偶者や四親等内の親族がいない方が対象



介護認定との関係

要介護認定：どの程度の介護が必要かという身体的な側面

成年後見：自分の行う法律行為の内容とか意味を理解して判断する能力

• 実務感覚としては

• 要支援≒補助程度

• 要介護１から２≒保佐

• 要介護３から５≒後見を検討

＊もちろんずれるケースはある









任意後見制度

• 将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自
分で選んだ人に、自分の財産管理や身上監護を任せるための制度

• 公正証書で任意後見契約を締結

• 判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立て

→ 裁判所が任意後見監督人を選任した時点で発動

• 自分の希望する人に自分の財産管理や身上監護を任せることができる点が
メリット

• 最初に公正証書を作らないといけない点、費用的な問題がデメリット





民事信託

• 貸ビル業を営んでいるお父さんの認知能力が少し減退してきた
場合に、お父さんを委託者、息子さんを受託者として不動産の
所有権を息子さんに信託して移転

• 信託財産から利益を受ける人（受益者）をお父さんとかお父さ
んが亡くなった後のお母さんに設定

• ご両親の認知能力が減退した後も息子さんが管理する賃料から
介護費用などを捻出できる

• スキームが難しい、公正証書を作るケースが多い



受益者
父親・母親

委託者
父親

受託者
長男

信託契約

管理・運用・処分権限

財産給付

民事（家族）信託の流れ

例：不動産の登記移転



要支援１

相続現在

要支援２ 要介護３要介護２要介護１ 要介護４ 要介護５

後見補佐補助

任意後見契約 監督人選任

民事信託

振り込め詐欺
消費者被害

徘徊・事故

見守り・日常生活自立支援事業

遺言

預金の解約

自宅の処分

お墓の承継

デジタル遺産

ペット

空き家問題
マンションの老朽化


